
JP 2009-504088 A5 2009.9.10

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公表番号】特表2009-504088(P2009-504088A)
【公表日】平成21年1月29日(2009.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-004
【出願番号】特願2008-525023(P2008-525023)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/46     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ  40/02     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  92/02     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/18     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ  12/46    ２００Ｘ
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ３４１　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ６８１　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ６３３　

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月18日(2009.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　無線メッシュネットワークで動作するノードグループを、共有アクセスネットワークと
通信するゲートウェイグループとして識別する手段であって、各前記ゲートウェイグルー
プのノードは、それぞれの有線リンクにアクセスして前記共有アクセスネットワークと通
信でき、またそれぞれの無線リンクにアクセスして前記無線メッシュネットワーク内で通
信できるものである、前記識別する手段と、
　前記ゲートウェイグループ内で、当該ゲートウェイグループの前記ノードの１つを、指
定されたブロードキャストサーバーとして選択する手段と、
　前記指定されたブロードキャストサーバーにおいて、前記共有アクセスネットワークか
らのブロードキャストパケットを、前記無線メッシュネットワークへ転送する手段と、
　前記ゲートウェイグループの前記指定されたブロードキャストサーバー以外の全ノード
において、前記共有アクセスネットワークからのブロードキャストパケットを無視する手
段と
　を有するシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記共有アクセスネットワークは、有線ネットワー
クである。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、このシステムは、さらに、
　前記ゲートウェイグループにおいて、前記指定されたブロードキャストサーバーを選択
する手段により使用される制御情報を通信する手段を有するものである。
【請求項４】
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　請求項１記載のシステムにおいて、このシステムは、さらに、
　前記ゲートウェイグループにおいて、共通のゲートウェイグループ識別子を共有する手
段を有するものである。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記指定されたブロードキャストサーバーは、第１
の指定されたブロードキャストサーバーであり、当該システムは、さらに、第２の指定さ
れたブロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記ノードから別の
１つを選択する手段を有し、この選択は、前記無線メッシュネットワークが、前記第１の
指定されたブロードキャストサーバーと通信可能な第１の無線メッシュパーティションと
、前記第２の指定されたブロードキャストサーバーと通信可能な第２の無線メッシュパー
ティションとにパーティション分割された場合に応答して行われるものである。
【請求項６】
　請求項５記載のシステムにおいて、このシステムは、さらに、
　第３の指定されたブロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記
ノードからさらに別の１つを選択する手段を有し、この選択は、前記第１の無線メッシュ
パーティションおよび前記第２の無線メッシュパーティションが単一のメッシュとして動
作する状態に戻った場合に応答して行われるものである。
【請求項７】
　請求項６記載のシステムにおいて、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは
、前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロード
キャストサーバーとは異なるものである。
【請求項８】
　請求項６記載のシステムにおいて、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは
、前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロード
キャストサーバーのどちらか一方である。
【請求項９】
　請求項５記載のシステムにおいて、このシステムは、さらに、
　第３の指定されたブロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記
ノードからさらに別の１つを選択する手段を有し、この選択は、前記無線メッシュネット
ワークの前記ノードの一部が、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーと通信可
能な場合に行われるものである。
【請求項１０】
　請求項９記載のシステムにおいて、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは
、前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロード
キャストサーバーとは異なるものである。
【請求項１１】
　請求項９記載のシステムにおいて、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは
、前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロード
キャストサーバーのどちらか一方である。
【請求項１２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記ゲートウェイグループは第１のゲートウェイグループであり、前記共有アクセスネ
ットワークは第１の共有アクセスネットワークであり、当該システムは、さらに、
　前記無線メッシュネットワークで動作する別のノードグループを、第２の共有アクセス
ネットワークと通信する第２のゲートウェイグループとして識別する手段を有し、各前記
別のノードグループは、それぞれの有線リンクにアクセスして前記第２の共有アクセスネ
ットワークと通信でき、またそれぞれの無線リンクにアクセスして前記無線メッシュネッ
トワーク内で通信できるものである。
【請求項１３】
　請求項１２記載のシステムにおいて、このシステムは、さらに、
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　前記第１のゲートウェイグループにおいて、第１の共通のゲートウェイグループ識別子
を共有する手段を有し、前記第２のゲートウェイグループにおいて第２の共通のゲートウ
ェイグループ識別子を共有する手段を有するものである。
【請求項１４】
　方法であって、
　無線メッシュネットワークで動作するノードグループを、共有アクセスネットワークと
通信するゲートウェイグループとして識別する工程であって、各前記ゲートウェイグルー
プのノードは、それぞれの有線リンクにアクセスして前記共有アクセスネットワークと通
信でき、またそれぞれの無線リンクにアクセスして前記無線メッシュネットワーク内で通
信できるものである、前記識別する工程と、
　前記ゲートウェイグループ内で、当該ゲートウェイグループの前記ノードの１つを、指
定されたブロードキャストサーバーとして選択する工程と、
　前記指定されたブロードキャストサーバーにおいて、前記共有アクセスネットワークか
らのブロードキャストパケットを、前記無線メッシュネットワークへ転送する工程と、
　前記ゲートウェイグループの前記指定されたブロードキャストサーバー以外の全ノード
において、前記共有アクセスネットワークからのブロードキャストパケットを無視する工
程と
　を有する方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の方法において、前記共有アクセスネットワークは、有線ネットワーク
である。
【請求項１６】
　請求項１４記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記ゲートウェイグループにおいて、前記指定されたブロードキャストサーバーを選択
する工程により使用される制御情報を通信する工程を有するものである。
【請求項１７】
　請求項１４記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記ゲートウェイグループにおいて、共通のゲートウェイグループ識別子を共有する工
程を有するものである。
【請求項１８】
　請求項１４記載の方法において、前記指定されたブロードキャストサーバーは、第１の
指定されたブロードキャストサーバーであり、当該方法は、さらに、第２の指定されたブ
ロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記ノードから別の１つを
選択する工程を有し、この選択は、前記無線メッシュネットワークが、前記第１の指定さ
れたブロードキャストサーバーと通信可能な第１の無線メッシュパーティションと、前記
第２の指定されたブロードキャストサーバーと通信可能な第２の無線メッシュパーティシ
ョンとにパーティション分割された場合に応答して行われるものである。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法において、この方法は、さらに、
　第３の指定されたブロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記
ノードからさらに別の１つを選択する工程を有し、この選択は、前記第１の無線メッシュ
パーティションおよび前記第２の無線メッシュパーティションが単一のメッシュとして動
作する状態に戻った場合に応答して行われるものである。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法において、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは、
前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロードキ
ャストサーバーとは異なるものである。
【請求項２１】
　請求項１９記載の方法において、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは、
前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロードキ
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ャストサーバーのどちらか一方である。
【請求項２２】
　請求項１８記載の方法において、この方法は、さらに、
　第３の指定されたブロードキャストサーバーとして、前記ゲートウェイグループの前記
ノードからさらに別の１つを選択する工程を有し、この選択は、前記無線メッシュネット
ワークの前記ノードの少なくとも一部が、前記第３の指定されたブロードキャストサーバ
ーと通信可能な場合に行われるものである。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法において、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは、
前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロードキ
ャストサーバーとは異なるものである。
【請求項２４】
　請求項２２記載の方法において、前記第３の指定されたブロードキャストサーバーは、
前記第１の指定されたブロードキャストサーバーおよび前記第２の指定されたブロードキ
ャストサーバーのどちらか一方である。
【請求項２５】
　請求項１４記載の方法において、
　前記ゲートウェイグループは第１のゲートウェイグループであり、前記共有アクセスネ
ットワークは第１の共有アクセスネットワークであり、当該方法は、さらに、
　前記無線メッシュネットワークで動作する別のノードグループを、第２の共有アクセス
ネットワークと通信する第２のゲートウェイグループとして識別する工程を有し、各前記
第２のノードグループは、それぞれの有線リンクにアクセスして前記第２の共有アクセス
ネットワークと通信でき、またそれぞれの無線リンクにアクセスして前記無線メッシュネ
ットワーク内で通信できるものである。
【請求項２６】
　請求項２５記載の方法において、この方法は、さらに、前記第１のゲートウェイグルー
プにおいて第１の共通のゲートウェイグループ識別子を共有する工程を有し、前記第２の
ゲートウェイグループにおいて第２の共通のゲートウェイグループ識別子を共有する工程
を有するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　関連技術：本明細書で説明する技術および概念は、公知または周知であるとの明示的な
断りがない限り、それらに関する文脈提供、定義、または比較用のものも含め、これまで
に公知または先行技術の一部であったと解釈すべきものではない。この明細書で文献を引
用する場合、特許、特許出願、および出版物を含むそれら全ての引用文献は、すべての目
的について具体的に盛り込まれているかどうかにかかわらず、参照によりその全体を本明
細書に組み込むものとする。本明細書の説明は、いずれかの参照文献が関連する先行技術
であるとも、またいずれかの参照文献がこれら文献が実際に公開（出版）された内容また
は日付に関する事実承認であるとも解釈すべきではない。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
【特許文献１】米国特許第６８７９５７４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０２６４３７９号明細書
【非特許文献１】ＣＨＡＯ　ＬＩＵ　ｅｔ　ａｌ．"Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｖｅｒｌａ
ｙ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ａｄ　ｈｏｃ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ"　
Ｉｎ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎ
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